
⾼病原性⿃インフルエンザにおける
保健所対応について

令和７年１１⽉６⽇（⽊）
保健所運営協議会

資料１



１．⿃インフルエンザに⼈が気をつける理由
ウイルスは変異することで、⿃に感染するタイプのものが、他の動物にも感染するように
なることがあります。⿃から⼈への感染が繰り返されると、ウイルスが⼈の体内で増える
ことができるように変異してしまい、さらに⼈から⼈へ容易に感染できるように変異する
可能性もあります。新型インフルエンザウイルスはこうした経緯によって発⽣し、ほとん
どの⼈が免疫をもっていないため、短期間でまん延する可能性もあります。

2



２．⿃インフルエンザ⇒⼈への感染（世界の状況）
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３．国内における家きん飼養施設での鳥インフルエンザの発⽣状況（令和６年度）
令和６年10⽉17⽇に国内１例⽬が確認されて以来、

14道府県51事例発⽣（約932万⽻が殺処分）しました。
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･･･発⽣した都道府県

･･･発⽣していない都道府県
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鶏の殺処分
４．防疫作業について
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（２）防疫作業従事者への健康調査・追跡調査

体
温
測
定

体
温
測
定

作業終了後１０⽇間当⽇

５．保健所の業務内容について

⼈への感染予防及びまん延防⽌のため、従事者に対し
て、従事前従事後の健康状態及び作業中の感染対策状
況について確認を⾏います。
また、作業終了後１０⽇間の健康観察を⾏います。

（１）発⽣農場への疫学調査・健康観察
当該農場の従事者等の健康状態の調査を⾏います。
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（３）防疫作業従事者への感染防⽌対策の指導・⽀援
防疫作業場所で、防護服等の適切な着脱や消毒⽅法等について、指導
及び⽀援を⾏います。
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（４）⾼病原性⿃インフルエンザ発⽣時の対応時系列（令和６年度発⽣ 串間の事例：H5N1亜型）

防疫従事者の健康調査実施農政⽔産部
宮崎家畜保健衛⽣所が農場からの報告を
受け、農場⽴⼊り検査実施

12時10分１⽇⽬
（1／10）

農場にて簡易検査にてA型インフルエン
ザ陽性確認

15時30分

・家畜保健衛⽣所にて簡易検査陽性確認
・防疫対策本部会議にて今後の対応⽅針
を決定

18時50分

会場スタッフ到着・家畜保健衛⽣所にて確定検査（PCR検
査）陽性及びH5亜型を確認

5時２⽇⽬
（1／11）

農政⽔産省にて⾼病原性⿃インフルエン
ザ疑似患畜であることを確認

7時

飼養⽻数３万⽻の殺処分完了18時40分

防疫措置終了13時50分

３⽇⽬
（1／12）

第１陣：118名
（従事前）

5：30〜5：50

（従事後）
14：30〜15：30

第２陣：121名
（従事前）
13：30〜13：50

（従事後）
21：00〜22：50

第２陣：121名
（従事前）
8：00〜8：30

（従事後）
13：00〜14：00

調査スタッフ
保健所２名
串間市３名

調査スタッフ
保健所４名
串間市３名

調査スタッフ
保健所２名
串間市２名

※６⽇⽬（1／16、17時）国⽴研究開発法⼈にてH5N1亜型確認、
※25⽇⽬（2／3）0時・移動制限区域解除（防疫措置完了後21⽇後）･･･全ての消毒ポイントの運営終了
※33⽇⽬（2／11）監視強化区域解除
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（５）もし⼈への感染が確認されたら

・疫学調査
・患者の第⼆種感染症指定医療機関に⼊院調整
・接触者への健康観察等

感染症法に基づいて、以下の対応を⾏います。
これまでは、⽇本では対応はありませんが・・・
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例年の⾼病原性⿃インフルエンザ発⽣は、、、
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１．⼈への感染について

・リスクは極めて低い: 病気の鶏との濃厚接触でごく稀に感染。
・⽇常⽣活での感染なし: 農場近くの⽣活で感染することはなく、⽇本の徹底し
た対策により住⺠の感染可能性はきわめて低いです。

２．鶏⾁・鶏卵の安全性

•市場に流通なし: 発⽣農場からの製品は流通していません。
•⾷品からの感染なし: 鶏⾁や卵を⾷べて⼈へ感染した事例は世界中でゼロです。
•喫⾷⽅法:

• 卵:⽣⾷は問題ないとされますが、⼼配な⽅は加熱（中⼼部７０C）を推奨。
• 鶏⾁:必ず⼗分に加熱してください。⾷中毒予防の観点からも加熱は必須です

⿃インフルエンザ：知っておくべきこと


